
◆お願い

　別居中の親等が宜野湾市以外の市町村で子ども手当を受給される場合は、恐れ入りますが下記まで

ご連絡をお願いいたします。

　　　　　

子ども手当の申請手続に関するフローチャート

子ども手当は、世帯の状況によって申請手続が異なりますので以下のフローチャートをご確認ください。

スタート

　連絡先：宜野湾市役所児童家庭課　TEL893-4411（内線181・283・294）　

◆平成22年3月末現
在、宜野湾市で児童手
当を受給していました
か？

◆平成22年４月現
在、中学校新2年生ま
たは新3年生を養育し
ていますか？

◆子ども手当に関す
る手続は必要ありま
せん。（自動的に子
ども手当が支給され
ます。)

※但し、受給者が公
務員（郵政・独立行
政法人は除く）と
なった場合は宜野湾
市に受給資格消滅届
を提出し、所属する
職場で新たに子ども
手当の申請が必要に
なります。
この場合、職場では
申請月の翌月分から
子ども手当が開始さ
れますのでご注意く
ださい。

◆子ども手当の支給
対象となる子どもを
養育していますか？

いいえ

は　い

◆子ども手当の支給
対象となる子どもを
養育する父または母
のうち所得が高い方
は公務員（郵政・独
立行政法人は除く）
ですか？

は　い

◆公務員（郵政・独
立行政法人は除く）
については、所属す
る職場での手続にな
りますので給与担当
者へご確認くださ
い。

いいえ

◆子ども手当は支給
されません。

◆子ども手当の額
改定（増額分）に
関する申請が必要
です。
平成22年4月1日
～9月30日までの
受付期間内に申請
すれば4月分から支
給されます。

は　い

いいえ

◆子ども手当の認
定に関する申請が
必要です。
平成22年4月1日
～9月30日までの
受付期間内に申請
すれば4月分から支
給されます。

いいえ

は　い

◆転入の場合は、転入
日から15日以内に子ど
も手当の申請手続が必
要です。基本的に申請
月の翌月分から宜野湾
市での子ども手当が開
始されます。

なお、転出月分までは
前住地の市町村から支
給されることになりま
すので前住地の子ども
手当担当係へご確認く
ださい。

◆受給資格者（父
または母等）は、
平成22年4月1日
現在、宜野湾市に
住民登録されてい
ましたか？

いいえは　い


